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（５）主要電気工作物破損事故 

令和５年度に主要電気工作物破損事故は２０件（火力発電所（８件）、水力発電所（２

件）風力発電所（１件）、太陽電池発電所（９件））発生しました。原因別では、不明・

調査中のものが８件ありますが、判明しているものでは、保守不備（保守不完全）４件、

自然現象（山崩れ）４件、設備不備（製作不完全）２件、自然現象（雷）１件、自然劣

化１件でした。 

 

 

 

（６）発電支障事故 

  令和５年度に発電支障事故は４件発生し、事故原因は保守不備（保守不完全）でした。 

 

（７）波及事故 

令和５年度に波及事故は１３件発生しました。 

原因別では、保守不備（自然劣化）９件、火災３件、作業者の過失１件でした。 

発生箇所別では、高圧ケーブル８件、柱上高圧負荷開閉器２件となっています。 

また、平成２６～令和５年度に発生した波及事故（計７９件）において、原因（重複

を含む８３件）で最も多いのは、保守不備（自然劣化）３３件で、ついで自然現象（雷）

１１件、保守不備（保守不完全）８件、作業者の過失８件、他物接触６件、などとなっ

ています。 
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3

１．更新が必要な背景と波及事故の実態
・更新が必要な背景と老朽設備の課題

・関東東北管内自家用電気工作物電気事故件数

・波及事故の原因分類

・波及事故の防止対策

4

30～40年以上経過した
受配電設備納入時期

老朽化

稼動年数が26年以上の受変電設備が50%を超え老朽化を
迎えた設備が多くなっている。 （2003年 JEMA調査）

更新が必要な機器の時代背景

- 88 -
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5

更新が必要な機器の時代背景

6

老朽設備の課題

○事故の増加
○保全要員の不足
○停電による損害の増加
○設備容量の不足

老朽設備の
課題

○老朽化 ○メンテナンス部品の供給停止
○保守費の増加
○工場・ビルの情報ネットワーク化・環境・省エネ
○能力増強による負荷増加

更新の必要性

- 89 -
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7

経済産業省関東東北産業保安監督部資料より引用

令和5年度関東東北産業保安監督部管内
自家用電気工作物の電気事故について（１）

8

経済産業省九州電気保安監督部資料より引用

電気事故の発生状況（２）

経済産業省関東東北産業保安監督部資料より引用
- 90 -
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9

波及事故の防止対策として

近隣事業者等より停電の影響により生じたとされる多大な損害賠償

請求がなされるケースも発生している様です。

以下の事故対策を参考に計画的な設備更新をお願いします。

１．地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器（GR付PAS、UGS）の設置

２．水の影響を受ける場所の高圧ケーブル更新の際は、「E-Eタイプ」

または「E-Tタイプ」の品質に関する説明を踏まえた選択

３．受変電設備への小動物侵入防止対策や風雨・風雪侵入防止対策

関東東北産業保安監督部資料より引用

10

２．配電制御機器の劣化と事故事例

・機器の劣化要因

・稼働年数と累積故障率

・故障実態に関するデータ

・受配電設備機器の劣化故障事例

- 91 -
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11

劣化

化学的要因 環境要因機械的要因

そ の 他熱 的 要 因電気的要因

サージ電圧

過電圧

過負荷開閉

過負荷
過電流

高調波流入

ヒートサイクル

外傷

小動物
浸入

塵埃・汚損
湿気
高温
腐食性ガス
紫外線

化学
生成物

動作の繰返し
外部応力

振動・衝撃

過電流

部分
放電

疲労
磨耗
歪み
接触不良

表面絶縁不良
グリース硬化
金属腐食
弾性低下
絶縁物変質

膨張収縮
変形・歪み
弾性低下

絶縁低下
部分放電

機器の劣化要因

機器の劣化は、一般的に下記要因が複合進行し、加速的に進行する場合もあります。

12

稼動年数と累積故障率

稼動後１０年を経過してから故障率が高くなっています。

- 92 -
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故障実態に関するデータ（１）

14

設備的要因の分析

故障実態に関するデータ（２）
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15

設備の老朽化が要因である事故・故障の分析

故障実態に関するデータ（３）

16

受配電設備機器 劣化事象例
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絶縁物汚損によるLBS絶縁低下

原因と進展

・経年による塵埃の堆積と高湿度環境 → トラッキング形成 → LBS絶縁低下

ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ痕

受配電設備機器 劣化事象例（1）

18

ラッチ部、ローラー部固渋によるLBSの開閉動作緩慢、不要動作

原因と進展

・経年によりグリースの油分蒸発 → グリスの固化 → ラッチ部やローラ部の固渋発生 → 開閉動作緩慢、不要動作

ラッチ

ローラ

ヒネリバネ

ﾗｯﾁ

受配電設備機器 劣化事象例（2）
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絶縁低下によるVT短絡・焼損

原因と進展

・経年による塵埃の堆積と高湿度環境 → ＶＴの絶縁低下 → 短絡・焼損

（換気口より風雪が侵入）

盤の通気口を改良し、定期的清掃と絶縁抵抗測定を依頼

受配電設備機器 劣化事象例（3）

20

ＶＣＢ操作機構グリース固化によるトリップコイル焼損

原因と進展

・経年によりグリースの油分が蒸発 → グリスの固化 → 操作機構部が固渋発生→ トップコイル焼損

（じんあい、温度、油の蒸発、腐食性ガス）

当該機更新 （トリップ電流継続時間が短ければﾄﾘｯﾌﾟｺｲﾙ交換で済む）

その他は注油を実施し、段階的に更新

受配電設備機器 劣化事象例（4）
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盤収納用真空遮断器(VCB)の絶縁破壊・焼損

原因と進展

・経年による塵埃堆積と高湿度環境 → 絶縁ケースの絶縁劣化→ 放電発生→ 絶縁破壊 → 短絡・焼損

（化学腐食性雰囲気を含む）

受配電設備機器 劣化事象例（5）

22

小動物（ねずみ）侵入による盤焼損

VCB内部 VCB用固定枠

VCB内部で発見されたねずみ
（体長約13cm）

足・尻尾は焼損喪失し,腹部が
焦げている

盤扉を開けた所

受配電設備機器 劣化事象例（6）

- 97 -

− 97 −



23

ヒューズの破損

原因と進展

・ ヒューズ劣化による誤溶断 → 小電流遮断電流以下により遮断失敗 → ヒューズ破裂によりLBS消弧室

焼損（熱的・機械的ストレス） その他 ヒューズ選定誤りで数年後に破裂するケースがある

受配電設備機器 劣化事象例（7）

24

ヒューズエレメントの劣化

正常エレメントの顕微鏡写真 劣化エレメントの顕微鏡写真

結晶粒粗大化が進んでいる。

ヒューズの解体写真

エレメントに硅砂が食い込んでいる。

受配電設備機器 劣化事象例（8）
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変圧器の内部絶縁不良①

原因と進展

・温度上昇による経年的なコイルの絶縁劣化 → 内部絶縁不良

受配電設備機器 劣化事象例（9）

26

劣化事例： コイル過熱絶縁破壊(油入変圧器) 異常事例： 過負荷によるコイル変色
（モールド変圧器）

変圧器の内部絶縁不良②

受配電設備機器 劣化事象例（10）
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過電流継電器(OCR)の劣化による遮断器の不要動作

原因と進展

・過去の事故及び定期点検時に電流をOCRのb接点で開放 → 出力接点が劣化（接触抵抗増加） →

負荷増加や変圧器投入時の励磁突入電流の電流が遮断器側へ分流 → 遮断器が不要動作

CT

C1R

C2T2R

CB

OCR（電流引外形）

電流引外コイル

T1R

ｂ接点接触抵抗正常時

CT

C1R

C2T2R

CB

OCR（電流引外形）

電流引外コイル

T1R

ｂ接点接触抵抗増大時

接触抵抗増加
により分流

遮断器不要動作

受配電設備機器 劣化事象例（11）

28

高圧コンデンサの膨れ、パンク

原因と進展

・過電流の流入 → 1素子の破壊 → 順次、素子破壊 → 線間短絡 → 内圧上昇 （高調波電流など）

予防保全（直列ﾘｱｸﾄﾙ取り付けの他）

・膨らみ検知ｱｰﾑﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの取り付け

（150kvar以上は標準付属）

→上位VMCまたはLBSで保護

受配電設備機器 劣化事象例（12）
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配線用遮断器の内部導電部断線による導通不良

原因と進展

・遮断器を頻繁に開閉 → 開閉寿命を超えた開閉を実施 → 内部導電部断線による導通不良

受配電設備機器 劣化事象例（13）

30

※三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 ＜総合カタログ＞（23A版 9.4 保守点検 （4）寿命の目安

（P525）より抜粋

参考 JIS規格上における配線用遮断器開閉可能回数

電気操作装置の
開閉耐久性も

この回数になる。

受配電設備機器 劣化事象例（13´）
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配線用遮断器の相間絶縁劣化による焼損

原因と進展

・粉塵等の堆積と絶縁物（クロスバー）の劣化 → 遮断器相間の絶縁抵抗が劣化 → 絶縁破壊して焼損

受配電設備機器 劣化事象例（14）

32

配線用遮断器の腐食性ガスによる異常過熱

原因と進展

・接点部（銀）が腐食性ガス（硫化水素：H2S）により硫化銀（Ag2S）に変化 → 接点部分の接触抵抗が

大きくなる → 遮断器の温度が上昇

この部分

腐食性ガスが多い雰囲気では、耐食増し仕様を使用し、ガス濃度が高い場合、耐食増し仕様の
遮断器を使用し、防水形の箱入り遮断器（W形）とするか、防食形の保護ケースに収納。
［塩素 1ppm以下、硫化水素 10ppm以下、アンモニア 25ppm以下］

受配電設備機器 劣化事象例（15）
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３．受配電設備機器の更新時期

・経年劣化とリスク値

・経済的見地からの更新時期

・劣化故障パターンと更新時期

・更新時期を過ぎても使用できてる理由

・更新推奨時期

34

故障発生時の影響度（危険性）
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経年劣化とリスク値

36

経済的見地からの更新時期
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劣化故障パターンと更新時期

38

更新時期を過ぎても使用できている理由
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更新推奨時期（JEMA）機 種

屋内用15年、屋外用10年、
または負荷電流開閉回数200回

高圧交流負荷開閉器

20年、または手動操作式1,000回、動力操作式
10,000回

断路器

15年避雷器

20年、または規定開閉回数交流遮断器

15年計器用変成器

15年保護継電器

屋内用15年、屋外用10年高圧限流ヒューズ

15年、または規定開閉回数高圧交流電磁接触器

15年高圧進相コンデンサ設備

20年高圧配電用変圧器

● 更新警告時期（寿命） ：更新推奨時期＋5年とし、機器の寿命と考える。
● 法的な耐用年数（財務省）：電気機器15年

機器の寿命の考え方（高圧機器）

40

備 考更新推奨時期

(JEMA）

機 器

低圧機器は左記年数

で更新を推奨する。

ただし、規格に定め

る開閉回数などがあ

るので、その場合は

その時点が交換時期

となる。

15年配線用遮断器

15年漏電遮断器

10年交流電磁開閉器電
磁
開
閉
器

10年電磁接触器

10年コンタクタ形
電磁継電器

10年低圧進相コンデンサ設備

15年計器用変成器

機器の寿命の考え方（低圧機器）
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４．配制機器の更新メリット

・ 更新のメリット

・高圧変圧器の更新メリット

・保護継電器の更新メリット

・低圧遮断器の更新メリット

42

更新用互換機により短時間停電で交換が可能
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高圧変圧器更新のメリット
１．更新により信頼性が向上
２．損失の低減により電気料金が削減

●トップランナー変圧器など低損失変圧器への更新で損失が低減。
●更新の時に最適負荷率になるように容量を見直すことで更なる損失低減。

３．周辺への低騒音化
●変圧器の騒音レベルを低減

トップランナー変圧器2014 （Rシリーズ） 三相1000kVA50Hz 当社比較（負荷率50%）

44

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 省エネ提案書例
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46

低圧遮断器更新のメリット
１．信頼性の回復で劣化事故不安からの解放

●適切な時期（更新推奨時期は15年）で更新を実施

２．信頼性の向上で給電の無瞬断化達成
●歪電流による不要動作の防止
●高調波・サージ対応NVで不要動作の防止
●電子式（実効値検出）遮断器で確実な配線保護

３．経済性の改善導入のご提案
●「MDUブレーカ」は、電路情報をデジタル表示できる遮断器であり、250～800Aフレームの

幅広い製品群と、各種ネットワークへの対応を実現
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更新の効果

○電力供給信頼度の向上
○ランニングコストの低減
○停電防止設備による停電事故防止対応化
○コンパクト機器採用によるスペース効率UP

更新の効果

48

５．劣化診断技術のスマート化

・MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術

・センサを用いた絶縁物の劣化診断（劣化判定センサ）

・配線用遮断器・漏電遮断器の劣化診断

・モータ診断装置 DiaPro Motor
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この受配電設備はあと何年使用出来ますか？

お答えできる技術を提案します。

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定

50

測定時の周囲環境（湿度）の影響なし
「あと何年？」余寿命を定量的に推定
余寿命判断による更新時期最適化

MT法診断の特長

41.6％の事故は絶縁物の劣化が要因

受配電設備の劣化要因

出展：JEMA「産業事故における電気設備の影響に関する調査研究」 平成18年

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定
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①

②

③

NOX,SOX付着量
周囲環境要因

湿度

絶縁物
劣化プロセス

放電
メカニズム

Ｄ/Ｂ

ＭＴ法

Ｇａｕｓｓｉａｎ湿度特性式

ｼﾝﾁｭﾚｰｼｮﾝ放電発生式

余寿命推定

放電プロセス

この受配電設備はあと何年使用出来ますか？

三菱電機が長年蓄積したデータ

診断プロセス

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定

52

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定
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法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定

54

対象の任意湿度での【表面抵抗値】と【余寿命】を得られる

測定したポイント毎に寿命や表面抵抗値を得ます
・遮断器

モールドフレーム
絶縁ロッド

・母線支持板

・導体支持碍子

・筐体ブッシング

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定

これからどのような考察が得られるか・・・？ - 113 -
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劣化判定センサ

56

劣化判定センサ

- 114 -

− 114 −



57

劣化判定センサ

劣化判定センサの構造

＜１セット当たりの内容物＞
・劣化判定センサ本体×4台 ・取付用マグネット×4個 ・電気設備問診表×4枚
・返送用封筒①×１通（専用保管袋①4枚含む）
・返送用封筒②×１通（専用保管袋②4枚含む）
・センサ取付位置表示板×4枚 ・取扱説明書×１冊

58

劣化判定センサ

劣化判定センサの取付方法

＜診断対象設備選定＞

・各電気室に1台ずつ

・配列に1台ずつ

・配列の両端の盤に1台ずつ

・2～3面に1台ずつ

・全ての盤に設置
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劣化判定センサ

電気設備問診表の記入と返送（１ヶ月以内）

60

劣化判定センサ

イオン検知シートと環境ロガー①の返送（３ヶ月後）
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劣化判定センサ

劣化判定センサ本体の返送（６ヶ月後）

62

処置診断方法診断項目

煤や金属粒の付着が見

られる場合、変色・腐食

モールドの割れ・欠け

が著しい場合は新品に

交換する。

塵埃の堆積、電源バリヤ部の汚れ・

煤・金属粒の付着、過熱による端子

部の変色、ガスによる腐食・モールド

の割れ・欠けなどを点検する。

外 観

操作がスムーズでない

ものは新品に交換する。

手動にてハンドル開閉操作を行い、ミ

ストリップの有無および操作性を点検

する。

操 作

５Ｍ 以下のものは新

品と交換する。

５００Ｖ絶縁抵抗計により相間および

対地間の絶縁抵抗を測定する。

（接続導体は外して測定する。）

絶縁抵抗

異常なものは新品と交

換する。

負荷電流を通じ、次のことを確認する。

絶縁ケースは７０ を超える温度上
昇がないこと。

温度上昇

配線用遮断器・漏電遮断器の需要家での劣化診断方法と処置
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判定の目安評価合計点数

継続使用が可能と
判断されます。

0～20点

更新の検討が必要
と判断されます。

21～29点

更新が必要と判断
されます。

30点以上

評価点合計：３６点

更新が必要

配線用遮断器・漏電遮断器の需要家での劣化診断表

64

配線用遮断器・漏電遮断器のメーカーにおける診断方法と関連する故障モード
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モータ診断装置 DiaPro Motor

66

モータ診断装置 DiaPro Motor
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モータ診断装置 DiaPro Motor

68

モータ診断装置 DiaPro Motor

・電流の回転周波数成分
→電源周波数以外に異常の兆候が
側帯波として現れる。

・軸受固有周波数成分も監視

異常振動／軸受損傷の検出方法
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モータ診断装置 DiaPro Motor
回転子バー切れの検知方法

・着目している周波数成分は、どちらも
異常時の方が約10dB大きい。

ベルト断線の検出方法

・ベルトが断線した場合は、理論上電流
へのベルト成分の影響がなくなる。

70

モータ診断装置 DiaPro Motor

レヤショートの検出方法

・同じ相の中で数ターンの短絡（レヤショート）
があると、短絡部でループ電流 Ifが流れる。

・６ターンの短絡からはレアショート評価値が
大きく増加する。
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モータ診断装置 DiaPro Motor

72

モータ診断装置 DiaPro Motor
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モータ診断装置 DiaPro Motor

74

自動点検
従来の
点検

項 目

0分

20分

点検時間

10分
結果確認
時間

0分30分巡視時間

43時間216時間
年間合計
時間

80％以上の削減

表４．点検時間の削減効果

モータ診断装置 DiaPro Motor 導入効果

DP
故障原因

比率
項 目

〇32.5％
軸受不良
（機械系異常）

〇20.5％
絶縁劣化
（ﾚﾔｼｮｰﾄ）

×15.1％
過負荷
（負荷ﾄﾙｸ異常）

×12.1％単相運転

×6.9％断線

×7.1％冠水

×5.7％外的衝撃

53.0％故障原因カバー率

〇：異常兆候検出可能 ×：防止不可

表５．事故被害の抑制効果
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６．当社ホームページのご紹介

http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

COPYRIGHT © 2022 Mitsubishi Electric. ALL RIGHTS RESERVED. ALL TRADEMARKS ACKNOWLEDGED. CONFIDENTIAL

- 124 -

− 124 −



COPYRIGHT © 2022 Mitsubishi Electric. ALL RIGHTS RESERVED. ALL TRADEMARKS ACKNOWLEDGED. CONFIDENTIAL

•

•

•

•

•

- 125 -

− 125 −



 

- 126 -

− 126 −



- 127 -− 127 −



STEP1 STEP STEP3

- 128 -− 128 −




